
オプション機能
ドキュメント配布サービスにおいて、認証用に登録したメールアドレスが分から
なくなってしまった場合はどの様に対応すれば良いでしょうか？
お客様自身では対応が出来ませんので、該当者の社員番号をドキュメント配布サービスの認証用メールアドレスの
リセット希望としてお伝え下さい。
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